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第３次京田辺市男女共同参画計画（素案）に係る 

パブリックコメント結果 

 

 

（１）案件名      第３次京田辺市男女共同参画計画（素案） 

（２）意見募集期間   令和２年１２月１７日（木）～令和３年１月１８日（月） 

（３）意見提出者    ３名 

（４）意見の件数    ７件  

（５）意見への対応内訳   

対応区分 件数 

計画に追加又は修正をするもの （追加修正） ０件 

計画に趣旨を記載済みのもの  （趣旨記載） ７件 

計画の実施段階で参考とするもの（参考） ０件 

その他            （その他） ０件 

合計 ７件 
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整理 

番号 
ご意見の概要 対応 ご意見に対する考え方 

１ 

子どもの頃からの男女平等、その教育が重

要。 

趣旨記載 子どもの頃からの教育は重要と考えており、取組番号

23「子どもを対象とした男女共同参画推進事業」、取組

番号 24「児童・生徒への指導（男女共同参画関係授業の

実施）の推進」などを継続して行ってまいります。 

２ 

世界一忙しい日本の女性。行政が何事につ

け伝えることで、一部の人達だけでなく、男

女共同参画が普通になるよう、生活に入るよ

うにしていかなければならない。 

趣旨記載 取組番号 1「京たなべ男女共同参画週間事業」や取組

番号 16「男女共同参画推進のための講座の開催」などの

機会を通じ、男女共同参画の意識のより一層の浸透を図

ってまいります。また、取組番号 50「男女いきいき地域

セミナーの開催」などを通じ、区・自治会や市民団体と

一緒に、地域における男女共同参画を推進してまいりま

す。 

３ 
 

男性はダメだと言わず、料理でもほめるこ

と。もっと気軽にやらせること。 

趣旨記載 男性の家庭生活への参画については、取組番号 63「男

性の家庭生活向上講座の開催」において、家事経験のな

い男性でも気軽に学べる講座を充実させてまいります。 

４ 

男女共同参画を進めるためには、男性の意

識を変えることが必要である。 

市民意識調査の結果では、家事の役割分担

について、夫と妻で平等に分担することが理

想という意見が多いが、現実は妻が行ってい

る。男性に仕事だけでなく家庭に目を向ける

取組が必要である。 

趣旨記載 男性の家庭生活への参画については、取組番号 63「男

性の家庭生活向上講座の開催」において、男性が家事に

取り組むきっかけとなるような講座を実施していくほ

か、取組番号 1「京たなべ男女共同参画週間事業」や取

組番号 33「男女いきいき実践セミナーの開催」などの機

会を通じて、ワーク・ライフ・バランスの考え方を広く

啓発してまいります。 

５ 

男性が意識を変えるためには、家庭内での

性別役割分担意識を固定化しないよう、子ど

もの頃から家庭や小中学校での教育が必要で

ある。 

趣旨記載 子どもの頃からの教育については、取組番号 23「子ど

もを対象とした男女共同参画推進事業」、取組番号 24

「児童・生徒への指導（男女共同参画関係授業の実施）

の推進」など、小中学校での教育を推進してまいりま

す。 
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整理 

番号 
ご意見の概要 対応 ご意見に対する考え方 

６ 

強い立場から弱い立場への暴力をなくさな

いと、「個性と能力を十分に発揮できる多様

性に富んだ社会」は実現できない。身体的・

経済的に立場が弱い女性が暴力を受けるケー

スが多くなっている。特に、男性の暴力行為

に対する認識を改める取組が必要である。 

趣旨記載 暴力のない社会は、男女共同参画社会を形成していく

上での前提になると考えます。取組番号 138「女性の相

談室」など相談の機会の充実を図るとともに、取組番号

134「女性に対する暴力をなくす運動週間事業」などを通

じ、特に、市民意識調査において暴力としての認識が比

較的低かった精神的暴力等についても正しい認識を啓発

し、ＤＶやハラスメントの防止に取り組んでまいりま

す。 

７ 

おおむね計画の体系・施策展開ともにすば

らしいと思う。いろいろな立場の人が孤立し

ないで生活できる街になれば良い。そのため

には、自分と近い立場の横のつながりだけで

はなくて、年齢や考え方の違いがある人の縦

のつながりも大切にできる、そんな街になれ

ば良いと思う。 

趣旨記載 本計画では基本目標３に「共に支え合い活躍すること

ができる地域の実現」を掲げ、取組番号 95「男女いきい

き地域セミナーの開催」などを通じ、さまざまな立場の

方が一緒になって、より良い地域をつくっていけるよう

に取組を進めてまいります。 

 

問い合わせ先  市民部人権啓発推進課 

        電   話  0774-64-1336 

        Ｅメール jinken@city.kyotanabe.lg.jp 


